
１．職員の任免及び職員数に関する状況

　①職員採用の状況

(注）選考は、任期付職員及び千葉県教職員からの転入です。

　②退職者の状況 (平成28年度）

(注）その他は、免職及び千葉県教職員への転出です。

　③部門別職員数の状況 (各年4月1日現在)

（注） ・

・

・ 平成29年3月31日時点住民基本台帳人口171,970人

職員数は、教育長を除く一般職に属する職員数

【　　　】内は、条例定数の合計

合　　　計 <参考> 人口１万人当たり職員数　82.75人　　

小　　計 162 163 △ 1

1,423 1,425 △ 2

欠員不補充

その他 107 107 0

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 30 30 0

下水道 25 26 △ 1

1,261 1,262 △ 1

こども園職員を教育公務員に修正

消防部門 202 205 △ 3 欠員不補充

△ 1 欠員不補充

0

67

0

欠員補充

△ 65

対前年

増減数

159 0

平成29年 平成28年

10 0

部門

55

159

96衛生

区分 職員数

民生 364
普
通
会
計
部
門

議会 10

税務

小　　計

農林水産 5

商工

小　　計

298

土木

0

教育部門 315 248

809

5

744

112 111

一
般
行
政
部
門

労働 0

9 9 0

1

業務増対応

△ 66 こども園職員を教育公務員に修正

9人

25人 69人

総務企画

97

主な増減要因

54 1

平成29年4月1日現在 平成28年度

採用試験 選考 合計 採用試験 選考 合計

74人

死亡
退職

2人

普通
退職

合計

72人10人

その他

20人

49人 25人44人

定年
退職

31人

勧奨
退職

人事行政の運営等の状況を公表します  (平成29年度版）

　習志野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条の規定に基づき、
職員の任用、給与状況、勤務条件等、人事行政の運営等の状況について公表します。

【1,837】 【1,837】 【0】
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④一般行政職の級別職員数の状況 (平成29年4月1日現在)

人 人 人
（注） ・

・

　　一般行政職の級別構成比 （各年4月1日現在）

　⑤年齢別職員構成の状況　（平成29年4月1日現在）

100%
習志野市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務

29.8%

2級 主事　技師 107 18.4%

3級 副主査　主任主事　主任技師 174 人

人

4級 係長　主査 71 12.2%

5級 係長　主査 63 10.8%人

人

6級 課長 92 15.8%

7級 18 人

人

8級 部長 13 2.2%

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 前年

18 人次長 3.1%

人

増減

15 人 △ 2 人

△ 8 人

0 人

83 人 9 人

△ 7 人

71 人

12 人人

78 人

110 人 △ 3 人

162

46 人 △ 1 人

合　　　計 583 0

1級 主事補　技師補 45 7.7%人

583

1級  

7.7% 

1級 

 7.9% 
1級 

 9.2% 

2級 

18.4% 

2級 

 18.8% 

2級 

17.6% 

3級  

 29.8% 
3級 

 27.8% 
3級 

 22.1% 

4級 

12.2% 
4級 

 13.4% 
4級 

 17.6% 

5級 

10.8% 

5級 

12.2% 
5級  

11.9% 

6級 

15.8% 

6級 

14.2% 
6級 

 13.1% 

7級 

 3.1% 
7級 

 3.1% 
7級 

5.3% 

8級 

 2.2% 

8級 

 2.6% 
8級 

3.2% 
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（注）教育長を除く。

⑥定員適正化の状況（実績）

２．職員の人事評価の状況
(平成28年度)

３．職員の給与の状況

※別途「習志野市の給与・定員管理等について」においても公表します。（3月末公表予定）

　①職員給与費の状況（公営企業等会計を含む全会計決算のうち正規職員に係る給与費）

（注）・職員数及び給与費は、派遣職員、再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員を除きます。

　　　・職員数は、各年度4月1日現在の人数です。

　　　・「職員手当」とは、扶養手当・通勤手当・住居手当等の各種手当（退職手当及び児童手当を除く）をいいます。

②ラスパイレス指数の状況

（注）・ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

・類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

・（参考値）は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

　　 　

③職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

・一般行政職 (平成29年4月1日現在）

(注）・

・

区分
職員手当

2,246,468千円

平成27年度

1人当たり

給料 期末・勤勉手当

5,219,450千円

平成28年度 1,425人 1,980,871千円

2,207,352千円

平均年齢
平均給与月額

計（B）

6,626千円

9,402,010千円 6,598千円

給与費(B/A)

5,215,344千円

442,654円

△382人 △21.1%1,807人 1,425人

（国ベース）

評定項目 能力評価、業績評価

区分

職員数（A）
給与費

9,442,683千円

1,975,208千円1,425人

376,117円

区　分

12 1,423

平成８年４月１日
職員数

平成２８年４月１日
職員数

純減数 純減率

168 161 142 130168 175 126 138職員数 9 61 133

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳

計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～区分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 56歳 60歳

～

44歳

55歳 59歳 以上47歳

48歳 52歳

51歳

～

　「平均給料月額」とは、平成29年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

平均給料月額 平均給与月額

―国

内容

評定期間

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計した
ものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの。また、「平均給与月額(国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額
には、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため、国家公務員と同じベースで再計算したもの

習志野市 39歳8か月 308,669円

43歳6か月 330,531円 410,719円

平成28年4月1日～平成29年3月31日

評定対象者 特別職を除く全職員

(H26) 

101.2  

(H26) 

100.0  

(H26) 

98.6  

(H27) 

100.5  
(H27) 100.0  

(H27) 

98.7  

(H28)  

101.3  (H28)  

101.1 

(H28) 

 99.1  

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

習志野市 類似団体平均 全国市平均 
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・技能労務職 (平成29年4月1日現在）

（※）該当する職員が０名又は１名のため表示しておりません。

・ 民間データは、厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査のデータを使用（平成25年度～27年度の3ヵ年平均）

・

（※）該当する職員が０名又は１名のため表示しておりません。

・教育職 (平成29年4月1日現在）

④職員の初任給の状況 (平成29年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

⑤職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (平成29年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（※）該当する職員が０名又は１名のため表示しておりません。

286,833円

習志野市 52.3歳

習志野市

一般行政職
大学卒 184,800

区分 経験年数10年

技能労務職

178,200

千葉県

150,500 150,500

区　分

公務員

平均年齢 職員数
平均給与月額

平均給料月額 平均給与月額（A）

453,431円 415,710円

（国ベース）

345,927円 423,689円 404,805円78人

うち給食調理員 52.2歳 17人 349,500円 409,405円

うち清掃職員 49.8歳 19人 350,321円

405,123円

うち用務員 56.8歳 10人 350,140円 417,920円 410,400円

うち自動車運転手 －  (※) －  (※) －  (※) －  (※) ―

国 50.6歳 2,722人 328,360円 ―

区　分

民間 参考

対応する民間の類似職種 平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ
（Ｂ）

習志野市 － － － －

うち清掃職員 廃棄物処理業従業員 45.3歳 290.3千円 1.46

うち給食調理員 調理士 44.0歳 289.8千円 1.41

うち用務員 用務員 55.2歳 199.9千円 2.09

うち自動車運転手 自家用乗用自動車運転者 56.2歳 255.3千円 - (※)

技能労務職の職種と民間の類似職種の比較では、本市が正規職員のみを対象としているのに対し、民間データは短期雇
用のアルバイトや派遣職員等も含んでおり、経験年数、平均年齢、業務内容、雇用形態等が一致していないため、単純に比
較することはできない。

平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

習志野市 42歳1か月 334,577円 425,810円

区　分 平均年齢

401,067円

184,800

高校卒

高校卒 146,800 146,800

146,100

国区分

高校教育職 大学卒 205,200 205,200

技能労務職

経験年数15年 経験年数20年

全職員
大学卒 266,582 312,818 366,807

高校卒 229,200 －  (※) 315,780

一般行政職
大学卒 263,694 306,700 371,467

高校卒 226,850 －  (※) －  (※)

－  (※) －  (※) －  (※)

教育職 大学卒 278,931 334,550 376,802
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⑥職員手当の状況

（１）期末・勤勉手当

【平成29年度支給割合】 【平成29年度支給割合】 【平成29年度支給割合】

【加算措置の状況】 【加算措置の状況】 【加算措置の状況】

(注）　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（２）退職手当 (平成29年4月1日現在）

(支給率） (支給率）

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2～30％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2～30％加算）

１人当たりの平均支給額（平成28年度決算）

千円

千円

千円

(注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成28年度に退職した職員に支給された平均額です。

（３）地域手当

勧奨・定年

25.55625月分

34.5825月分勤続25年 29.145月分

勧奨・定年

25.55625月分

34.5825月分勤続25年 29.145月分

20.445月分

勤続35年 49.59月分

地域手当
支給対象

地域
支給率 支給対象職員

勤続20年

勤勉手当

習志野市 千葉県 国

期末手当

　6月期 1.225月分 0.85月分

(0.650月分) (0.4月分)

12月期 1.375月分 0.85月分 本市と同様 本市と同様

(0.800月分) (0.4月分)

計 2.600月分 1.70月分

(1.450月分) (0.8月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

　・役職加算　　　5～20％ 　・役職加算　　　5～20％ 　・役職加算　　　5～20％

　･管理職加算　 15～25％ 　･管理職加算　10～25％

区分 習志野市 国

退職手当

自己都合 自己都合

勤続20年 20.445月分

41.325月分 勤続35年 41.325月分49.59月分

支給対象職員１人
当たりの平均支給年額

（平成28年度決算）

最高限度額 49.59月分 最高限度額 49.59月分

自己都合 2,973

49.59月分49.59月分

1,425 人 714,152 501,357

勧　　　奨 18,179

定　　　年 21,780

支給実績
（平成28年度決算）

千円 円
平成29年4月1日

現在
全域

13%

（国指定… 15％）
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（４）特殊勤務手当 (平成29年4月1日現在）

千円

％

（５）時間外勤務手当

支給実績（平成28年度決算） 24,631

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 59,351 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 29.1

手　当　の　種　類　　（ 手当数 ） 23

手当の名称 支給対象業務 左記職員に対する支給単価

災害出動手当 災害発生に係る措置及び復旧作業 1日につき　1,700円

消防業務手当 救急業務及び火災現場における消火作業等 1回につき　200～510円

薬剤散布作業手当 薬剤の散布作業 1日につき　250円

路上作業手当 道路の舗装及び補修作業 1日につき　200円

葬祭事業手当 葬祭業務 1件につき　450円

行旅死病人取扱手当 行旅死亡人及び行旅病人の処理又は収容の作業
1件につき　1,000～3,000
円

し尿処理作業手当
し尿の収集、運搬作業及びし尿処理施設（終末処理場
を含む。）でし尿の処理作業

1日につき　500円

ごみ処理作業手当 ごみの収集、運搬、処理作業及びごみ処理作業 1日につき　400円

1月につき　3,500円

整理手当 市税及び税外収入の滞納分の徴収又は滞納処分 1日につき　170～300円

下水処理作業手当 下水の管渠及び側溝の清掃作業 1日につき　350～400円

犬、ねこ等死体処理作業
手当

犬、ねこその他動物の死体の処理作業 1回につき　200円

1月につき　1,500～2,000
円

教員特殊業務手当 教育職員が従事する非常災害時等の緊急業務
1日につき　2,400～6,400
円

用地交渉手当 公共用地取得のために行う交渉及び補償交渉 1日につき　100～120円

防疫手当 感染症の防疫作業 1日につき　300円

1日につき　300円

供給停止手当 ガスの供給停止及び給水停止業務 1日につき　300円

教育業務連絡指導手当
高等学校に勤務する職員が従事する教務その他の教育に関する業
務についての連絡調整及び指導助言等

1日につき　200円

特殊作業手当
特殊作業機器の運転、操作及び掘削作業、バーボー
リング作業

1日につき　400円

1回につき　4,200円

千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 629 千円

支給実績 654,498
(企業局分含）

職員１人当たり平均支給年額 459

平成２７年度
（決算）

支給実績 650,171

千円

千円

職員１人当たり平均支給年額 456
支給対象職員１人当たり平均支給年額 625 千円

施設管理者手当 法令又は条例、規則に定められた施設等の管理者

ケースワーカーとしての業務

千円

交替勤務手当 交替勤務の第2直の勤務

未納整理手当
ガス、水道の料金その他の収納金の未納分の徴収業
務

平成２８年度
（決算）

ケースワーカー手当
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（６）その他の手当 (平成29年4月1日現在）

・配偶者　                　10,000円

・子　　　　                　 8,000円

・上記以外の扶養親族

　　　　　　　　 　　1人　　6,500円

・16歳から22歳までの子等

　　　　　　　1人につき　 5,000円加算

・借家の場合

　（家賃12,000円を超える場合に限る）

　家賃の額に応じ27,000円を限度に支給

・電車、バスを利用する場合 ・電車、バスを利用する場合

　交通機関が発行している最も長い通用 　交通機関が発行している最も長い通用

　期間の定期代相当額を全額支給 　期間の定期代相当額を支給

　 　（1月当たり限度額55,000円）

・乗用車等を使用する場合 ・乗用車等を使用する場合

　　使用距離等に応じて 　　使用距離等に応じて

　　　2,000円～38,400円を支給 　　　2,000円～31,600円を支給

配偶者等の住居から勤務先までの距離

が60ｋｍ以上の場合　　23,000円

職員の住居から配偶者等の住居までの

距離に応じて　6,000～45,000円を加算

宿日直勤務を命ぜられた場合

勤務1回につき4,200～7,200円を支給

職制上の段階、職務の級等に応じて

定額を支給

管理職員が臨時又は緊急の必要により 管理職員が臨時又は緊急の必要により

週休日又は休日に勤務した場合 週休日又は休日に勤務した場合

勤務1回につき4,000～12,000円 勤務1回につき6,000～12,000円

教育職員に対して、職務の級・号に応じて

2,000円～8,000円を支給

（７）特別職等の報酬等の状況

　　（特別職等の給料または報酬は、審議会の答申を受けて条例で定められています。） (平成29年4月1日現在）

 6月期 2.075月分

 12月期 2.225月分

　　計    4.30月分

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×45/100　 　20,520,000円 　任期毎

　給料月額×在職月数×25/100　 　  9,720,000円 　任期毎

管理職
手当

同じ

管理職員
特別勤務

手当
異なる

義務教育
等教員特
別手当

通勤手当 異なる

単身赴任
手当

同じ

宿日直
手当

同じ

扶養手当 同じ

住居手当 同じ

議員

手当名 内容及び支給単価
国の制

度との異
同

国の制度内容

区分 給料月額等

給
料

市長 950,000円

副市長 810,000円

報
酬

議長 540,000円

副議長

480,000円

500,000円

期
末
手
当

市長

副市長

議長

副議長

議員

退
職
手
当

市長

副市長
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①職員の勤務時間（標準的なもの) (平成29年4月1日現在）

②休暇・休業の状況(件数等は平成28年1月1日～平成28年12月31日）

５．職員の分限及び懲戒処分の状況

①分限処分の状況 （平成28年度）

②懲戒処分の状況 （平成28年度）

６．職員の服務の状況

（平成28年度）

昇任等に係る選考試験受験　等

参議院議員通常選挙　等

停職 免職

0 0

0

12時から13時まで

勤務成績がよくない場合

処分事由

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

開始時刻

合計

法令に違反した場合

0 1

終了時刻 休憩時間

38時間45分

0

8時30分 17時15分

01

00 0全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき

0

0 0 0

0

1

主な内容区分

1合計

1週間あたりの
勤務時間

休暇の種類 内容等

年次休暇
（有給）

1の年につき20日間付与（前年に未使用日数がある場合は、最大20日を翌年に繰越。また、年の
途中で採用された者は当該年の在職期間に応じ付与）
平均取得日数　   9.8 日

療養休暇
（有給）

職員が、負傷又は疾病のため療養する必要がある場合に、90日（120日）を超えない範囲内で療
養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる期間、取得することができる。
承認件数　352件

特別休暇
（有給）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇（5日）、結婚休暇（7日）、分娩のための休暇（分娩日の前8週・後9週）、配偶者の出
産休暇（3日）、忌引休暇（1～7日）、夏季休暇（8日）、人間ﾄﾞｯｸ受診のための休暇（2日）等

看護休暇
（無給）

職員が、配偶者等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものを看護する
ため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、1の年につき180日を超えない期間、取
得することができる。
承認件数　0件

組合休暇
（無給）

職員が、任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合に、1の年
につき30日を超えない範囲内で取得することができる。
承認件数　0件

育児休業
（無給）

職員が、3歳未満の子を養育するため、その子が3歳に達するまで、育児休業をすることができ
る。
承認件数　 27件

処分事由 降給 降任 休職 免職 合計

0 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 48 0 48

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

合計 0 0 48 0 48

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

0

0

戒告 減給

件数

職務専念義務の免除 136

営利企業等の従事許可 12
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①管理職員の退職後の再就職状況 （平成28年度末退職者）

８．職員の研修の状況

①職員研修の状況 （平成28年度）

①職員の健康診断の状況 （平成28年度） ②公務災害補償の状況（平成28年度）

③厚生費助成

　平成28年度は、採用試験を３回実施しました。詳細については以下のとおりです。

①平成28年10月1日採用（全職種）

②平成29年4月1日採用（全職種）

1 1 9事務職（社会福祉） 大卒 9 5 3 3

1.0

高卒 5 5 3 2 1 1 5.0

4 4 4.8

短大卒 1 1 1 1 1 1事務職（Ｂ方式）

大卒 19 19 13 7

13.5

高卒 24 20 14 6 1 1 24.0

4 4 73.5

短大卒 27 23 18 7 2 2事務職（Ａ方式）

大卒 294 153 42 11

4 8.2

区　　　　　分
受験

申込者数（Ａ）
第1次試験
受験者数

第1次試験
合格者数

第2次試験
合格者数

最終
合格者数（Ｂ）

採用者数
倍　　率
（Ａ／Ｂ）

合　　　計 41 36 24 18 5

2.0

事務職（障がい者対象第１回） 高卒 8 7 7 5 1 1 8.0

0                -

建築技術職（民間等経験者） 大卒 2 2 1 1 1 0

高卒 1 1 0 0 0

               -

短大卒 1 1 0 0 0 0                -

1 11.0

土木技術職（民間等経験者）

大卒 3 3 3 3 0 0

短大卒 11 9 4 3 1

2.0

保育士・幼稚園教諭
大卒 8 6 3 2 0 0                -

1 5.0

保健師 大卒 2 2 2 2 1 1

区　　　　　分
受験

申込者数（Ａ）
第1次試験
受験者数

※営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する事務に関し、離職後２
年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に働きかけることなどを禁止して
います。また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した場合
は、離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。

9

　地方公務員法第42条に基づき、職員の保健、元気回復、その他の厚生に関する事業として、市
職員互助会が実施している次の事業に対して助成しています。
　・健康増進事業（人間ドック、文化・スポーツ活動、福利厚生活動）

通勤災害人間ドック 888 1

研修区分 受講者数 研修内容

第1次試験
合格者数

第2次試験
合格者数

最終
合格者数（Ｂ）

採用者数

１０．職員の競争試験及び選考の状況

再任用職員 特別職等

特別研修 1,296

倍　　率
（Ａ／Ｂ）

建築技術職 大卒 5 5 4 2 1

公社等外郭団体 その他団体・企業

７．職員の退職管理の状況

その他（在宅等） 合計

172 2 1 3

政策形成基礎研修、女性職員研修、他市との合同研修等を実施

受診者数 区分

階層別研修

認定件数

９．職員の福祉及び利益の保護の状況

432 新規採用者、昇格者に対して各階層で必要とされる行政運営に関する研修

定期健康診断 484 公務災害 8

自治大学校、千葉県自治研修センター、市町村職員中央研修所等への派遣

区分

派遣研修 146
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※最終合格者には、補欠合格者を含む。

③平成29年4月1日採用第２回（全職種）

１１．千葉県市町村公平委員会の業務の状況

（平成28年度）

8 9.0合　　　計 81 74 44 16 9

3.0

事務職（障がい者対象第３回） 高卒 2 2 2 1 1 1 2.0

0                -

ガス・水道技術職（民間等経験者） 大卒 3 3 2 1 1 1

0 0                -

建築技術職（民間等経験者） 大卒 1 1 0 0 0

土木技術職（民間等経験者） 大卒 1 1 0 0

0                -

高卒 4 4 3 0 0 0                -

短大卒 5 5 1 0 0

               -

事務職（民間等経験者）

大卒 47 43 33 13 6 5 7.8

1 1 7.0

短大卒 6 6 1 0 0 0
保育士・幼稚園教諭

大卒 7 6 2 1

               -

建築技術職 大卒 1 0 0 0 0 0                -

採用者数
倍　　率
（Ａ／Ｂ）

土木技術職 大卒 4 3 0 0 0 0

区　　　　　分
受験

申込者数（Ａ）
第1次試験
受験者数

第1次試験
合格者数

第2次試験
合格者数

最終
合格者数（Ｂ）

0                -

合　　　計 580 375 171 81 41 36 14.1

0 0                -

事務職（障がい者対象第２回） 高卒 5 5 5 1 0

ガス・水道技術職（民間等経験者） 大卒 2 2 2 2

               -

保健師（民間等経験者） 大卒 1 1 1 0 0 0                -

0                -

電気技術職（民間等経験者） 大卒 1 1 1 1 0 0

高卒 1 1 1 1 0

5.0

建築技術職（民間等経験者）
短大卒 2 2 2 1 1 1 2.0

4 2.8

土木技術職（民間等経験者） 大卒 5 4 4 3 1 1

高卒 11 9 6 4 4

10.0

短大卒 6 3 3 1 1 0 6.0

0                -

消防職

大卒 20 15 9 5 2 2

短大卒 14 12 2 1 0

3.5

保育士・幼稚園教諭
大卒 25 23 7 5 5 5 5.0

1 1 15.0

短大卒 7 6 2 2 2 0
歯科衛生士

大卒 15 13 8 2

1 7.7

短大卒 5 4 0 0 0 0                -

1 1 2.0

栄養士・管理栄養士
大卒 23 14 6 5 3

看護師 短大卒 2 2 1 1

               -

保健師 大卒 12 9 5 4 3 3 4.0

0                -

電気技術職 大卒 8 5 2 0 0 0

1 1 20.0

建築技術職 大卒 14 7 5 1 0

土木技術職 大卒 20 9 3 2

1 1

高卒 1 1 1 1 1 1 1
事務職（手話通訳）

大卒 1 1 1 1 1

0

件数

0勤務条件に関する措置の要求の状況

区分

不利益処分に関する不服申立ての状況
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